
平成２４年

第３回市議会定例会 議案第９号

函館市建築基準条例の一部改正について

函館市建築基準条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２４年９月４日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市建築基準条例の一部を改正する条例

函館市建築基準条例（昭和３５年函館市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。

第６０条の１５第８号中「１８０，０００円」を「次に掲げる場合の

区分に応じ，それぞれ次に定める額」に改め，同号に次のように加える。

ア 函館市建築審査会の同意を得て市長が定める基準に該当する場

合 ８０，０００円

イ アに掲げる場合以外の場合 １８０，０００円

第６０条の１５第９号中「第４８条第１３項ただし書」を「第４８条

第１４項ただし書」に改め，同条第３１号中「第６８条の５の２第２項」

を「第６８条の５の３第２項」に改め，同条第３２号中「第６８条の５

の４第１項」を「第６８条の５の５第１項」に改め，同条第３３号中「

第６８条の５の５」を「第６８条の５の６」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第６０条の１５第８号

の改正規定は，平成２４年１１月１日から施行する。



（提案理由）

用途地域内において制限されている建築等を許可を受けてしようとす

る場合の申請手数料について，当該建築等が函館市建築審査会の同意を

得て市長が定める基準に該当する場合に徴収する額を定めることとし，

および規定を整備するため


